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第 1 請求の受付                      
 
 １ 請求人 
 

渋谷区千駄ヶ谷              久保田 正尚 ほか 1人 

 
 ２ 請求書の提出 
 
   平成２３年１０月１２日 
 
 ３ 請求の内容 
   
   （注１）住民監査請求書は、請求人の電話番号及びＦＡＸ番号を除き、原文のまま

記載した。 
   （注２）事実証明書は、省略した。 

 
 

渋谷区職員措置請求書（住民監査請求書） 

 

                                                    平成２３年１０月１２日 

 

渋谷区監査委員 殿 

 

        〒１５１－００５１  東京都渋谷区千駄ヶ谷 

                   職 業  久保田 正尚 ㊞ 

                         請求人代表（送達場所）    

                                      電 話     

                         ＦＡＸ     

                                           

                    請求人  ほか１人 

                                            

 

請 求 の 趣 旨 
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 渋谷区監査委員は、渋谷区長桑原敏武に対して、下記の請求を履行させるための、

必要な措置を講ぜよ。 
記 

 

 渋谷区長桑原敏武は、松岡定俊、池田雄造、可部暢宏、下嶋倫朗、伊藤美代子に

対して、平成２２年度の区議会議長交際費の内、違法支出相当損害金４４万１０２

５円を、連帯して渋谷区に返還するよう請求せよ。 

 

請 求 の 原 因 

 

１．議長交際費支出の法令上の根拠と本件支出の違法性 

 

（１）地方自治法第２条１４項は「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっ

ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にしなければならない。」と定めている。 

 又、地方財政法第４条１項には「地方公共団体の経費は、その目的を達成するた

めの必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」と定めている。

 

（２）渋谷区においては、下記の通り議長交際費の支出基準と支出細則（平成２年

３月３１日議長決裁）が定められている（甲１号証）。 
記 

 

＜支出基準＞ 

1 渋谷区議会における議長交際費の適正かつ公平な執行を図るため、交際費の支 

 出基準を定める。 

2 交際費は次に定める「支出細則」に基づいて支出し、その支出は社会通念上認 

められる範囲でかつ必要最小限でなければならない。 

 

＜支出細則＞ 

［儀礼経費］ 

社会的慣習に基づく儀礼を行うために要する経費 

1) 区政に深い関係を有する人（団体）に対する儀礼 
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2) 叙位、叙勲、表彰等の栄誉受彰者（団体）に対する儀礼 

3) 区政協力団体等の行事にかかる儀礼 

4) 区長、行政委員等区政関係機関及び構成員の主催又は参加する行事への儀礼 

［接遇・折衝経費］ 

1) 国、都及び区政関係機関の関係者、又は議会若しくは議長表敬者等に対す  

  る接遇に要する経費 

2) 区政重要事項協議、折衝に要する経費 

［協賛経費］ 

行事、事業、刊行物等に対する協賛を目的とする経費 

1) 区政協力団体等が主催する行事若しくは事業に対する協賛 

2) 国、都、区等に関する刊行物若しくは活動に対する協賛 

［諸費］ 

1) 議長会、正副議長会等に要する経費 

2) その他議長が特に必要と認める経費 

 

（３）従って、平成２２年度、渋谷区議会議長交際費の内、下記の（ア）～（カ）

の支出合計額４４万１０２５円は違法支出である。 
記 

 

（ア）平成２３年１月６日、東京商工会議所渋谷支部に対して支出された新年賀詞

交換会会費１５，０００円。議長、副議長２名分で３０，０００円（甲２号証）。

 １５，０００円は社会通念上許容されている儀礼の範囲を超えている。従って、

上記の金額３０，０００円を返還せよ。 

 

（イ）平成２２年６月２３日、一般社団法人渋谷区体育協会に対して支出された法

人化祝賀会会費３，０００円（甲３号証）。 

 議長交際費は議長及び副議長の交際費であるにもかかわらず、文教委員会副委員

長の下嶋倫朗の会費として支出されている。従って、上記の金額３，０００円を返

還せよ。 

（ウ）平成２３年１月１４日、一般社団法人渋谷区体育協会に対して支出された新

年会会費５，０００円（甲４号証）。 
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 議長交際費は議長及び副議長の交際費であるにもかかわらず、文教委員会副委員

長・下嶋倫朗の会費として支出されている。従って、上記の金額５，０００円を返

還せよ。 

 

（エ）平成２３年１月２１日、社団法人渋谷区医師会に対して支出された新年会費

５，０００円。文教委員会副委員長、福祉保健委員会副委員長２名分で１０，００

０円（甲５号証）。 

 議長交際費は議長及び副議長の交際費であるにもかかわらず、文教委員会副委員

長・下嶋倫朗及び福祉保健委員会副委員長・伊藤美代子の会費として支出されてい

る。従って、上記の金額１０，０００円を返還せよ。 

 

（オ）平成２３年１月２９日、渋谷区身体障害者福祉協会に対して支出された新春

の集い会費３，０００円（甲６号証）。 

 議長交際費は議長及び副議長の交際費であるにもかかわらず、福祉保健委員会副

委員長・伊藤美代子の会費として支出されている。従って、上記の金額３，０００

円を返還せよ。 

 

（カ）渋谷区議会事務局の説明によれば、渋谷区議会図書カードは、渋谷区の施設

及び事業を視察に来た他自治体の議員、職員に配られる記念品であるとのことであ

る。このような記念品の配布は必要性も無く、税金の無駄遣いである。 

また、何処の自治体が視察に来て、本件図書カードを何枚使ったかの説明が全くな

く、この点からも違法支出である。従って、図書カード制作費３８９，５００円と

振込手数料５２５円の合計額３９０，０２５円を返還せよ（甲７号証）。 

 

２．当事者 

（１）請求人は、東京都渋谷区内に居住する住民である。 

（２）桑原敏武は渋谷区長である。 

（３）松岡定俊は、平成２２年度の渋谷区議会議長である。 

（４）池田雄造は、平成２２年度の渋谷区議会事務局長である。 

（５）可部暢宏は、平成２２年度の渋谷区議会事務局次長である。 

（６）下嶋倫朗は、平成２２年度の渋谷区議会文教委員会副委員長である。 
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（７）伊藤美代子は、平成２２年度の渋谷区議会福祉保健委員会副委員長である。

 

３．住民監査請求期間と期間徒過の正当事由 

 地方自治法２４２条２項は「前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は

終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当

な理由があるときは、この限りでない。」と定めている。 

 本件議長交際費の支出は、平成２２年度のものである。上記（３）の（イ）の支

出は、地方自治法２４２条２項をそのまま適用すれば、一年を経過しており、監査

請求をすることができないことになる。しかし、以下の理由により、期間徒過の正

当事由があるので、本件請求を期間徒過を理由に却下することはできない。 

 請求人らが、情報公開請求で本件領収書を取得したのは平成２３年９月２０日で

ある（甲８号証）。本件監査請求は、それからわずか２３日後に提出しているので

あるから、期間徒過の正当事由がある。 

 最高裁は「普通地方公共団体の住民が、相当の注意力を持って調査を尽くしても、

客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に、財務会計上の行為の存在または

内容を知ることができなかった場合（当該行為が秘密裏になされた場合に限らない）

には、本条２項但書にいう、『正当な理由』の有無は、特段の事情のない限り、住

民が相当の注意力をもって調査すれば知ることができたと解される時から、相当な

期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである」（最判平１４・９・

１２）と判示している。 

 

 

結   語 
 

 以上の次第であり、本件は地方自治法第２条１４項、地方財政法第４条１項、渋

谷区の議長交際費の支出基準と支出細則に違反する違法な支出であり、地方自治法

第２４２条第１項に該当するので、渋谷区監査委員に同法第２４２条第４項に基づ

く、必要な措置を講ずべき事の勧告を請求する。 
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４ 請求の要件審査 
 
本件監査請求については、下記の期間徒過を除き、地方自治法（昭和２２年法律
第６７号、以下「法」という。）第２４２条所定の要件を具備しているものと認めた。 
本件主張事実のうち、平成２２年６月２３日、一般社団法人渋谷区体育協会に対し
て支出された法人化祝賀会会費(住民監査請求書「請求の原因」（イ）)については、
支出日から 1 年を経過している。 
請求人らは、法第２４２条第２項ただし書を引用して、１年を経過したことに正

当な理由があると主張する。しかし、請求人らは、本件監査請求に係る議長交際費以
外にも議長交際費に関して平成２１年１月２９日住民監査請求をし、その一部につき
１年の期間を徒過しているとして却下された経緯があるので、請求が１年を経過する
とできないこと、徒過した場合の正当事由の詳細については、認識している立場にあ
る。 
本件については、平成２３年９月１日に情報公開請求を行っているが、これより

も早い時期に情報公開請求を行い、それに基づいて、各支出から１年以内に監査請求
することが可能であったというべきである。また、そのようにできなかった客観的な
理由もないため、請求人らのこの点の主張を認めることはできない。したがって、上
記事実を監査対象から除外した。 
 

第２ 監査の実施 
 
１ 監査対象事項 
 
本件監査請求に係る監査対象事項は、監査請求書に記載されている事項を勘案し、
次のとおりとする。 

 
(１) 平成２２年度に支出された議長交際費のうち、上記除外対象事項を除いた支出
は法第２条第１４項、地方財政法(昭和２３年法律１０９号、以下「地財法」と
いう。)第４条第１項、渋谷区議会議長交際費支出基準及び支出細則に違反した
違法な支出であるか。 

 
(２)（１）が違法な支出であり、渋谷区長は、違法支出相当損害金に対する返還請求
を行う必要があるか。 
 
以上のことから請求人らは、渋谷区長に対して違法支出相当損害金４３８，０
２５円の返還請求権の行使を求めたものである。 
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２ 監査対象部 
 
区議会事務局 
 

３ 請求人らの証拠の提出及び陳述 
 

請求人らに対して、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２３年１１月９日
に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。 

 
（１）補正及び新たな証拠の提出について 

 
補正及び新たな証拠の提出はなかった。 
 

（２）陳述の要旨は、次のとおりである。 
 
  東京商工会議所渋谷支部に対して支出された新年賀詞交歓会会費、議長、副議
長２人分で３０,０００円は、社会通念上許容されている儀礼の範囲を超えてい
る。 
議長及び副議長の交際費であるにもかかわらず、一般社団法人渋谷区体育協会、
社団法人渋谷区医師会、渋谷区身体障害者福祉協会の祝賀会や新年会に文教委員
会、福祉保健委員会の各副委員長の会費が支払われているのは、不当な支出であ
る。 
図書カードは、他の地方公共団体の議会からの視察や常任委員会が、他の地方
公共団体に視察に行くときの記念品として渡しているとのことだが、なぜ、この
ような図書カードを配布する必要があるのか。このような図書カードの配布は必
要性もなく、税金の無駄遣いであり、違法支出である。 
さらに、５００枚の図書カードは約１年前に作っているが、今現在何枚残って
いるのか、使われ方について記録が残っているはずなので調査すべきである。さ
らに、それ以前にも作製しているので、それも調査すべきである。 
東京商工会議所渋谷支部、一般社団法人渋谷区体育協会、渋谷区身体障害者福
祉協会、社団法人渋谷区医師会からは、個人名で招待状が出されているはずなの
に、議長交際費として会費が支出されているが、個人で招待されているならば、
自分で支出すべきである。 
議長交際費の支出の中には、政務調査費で支払ができるものが入っていたりす
る。そうであれば、会派に支給されている政務調査費で行くべきだと思う。 
団体に関して支出されているのを考えれば議長交際費から支出すべきもので
はないと考えているので、その点を審査してほしい。 
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４ 監査対象部の見解 
 

監査対象部である区議会事務局の本件請求に関する見解の要旨は、次のとおりで
ある。 
 
（１）議長交際費の意義について 

議長は、議会の代表者として区政協力団体及び他の地方公共団体議会等と交 
際することにより、信頼及び協力関係の維持を図り、広く区民等の声を把握し 
て、円滑な議会運営を維持増進させなければならない。議長交際費は、そのた
めに議長が対外的な活動をするために要する経費であり、社会通念上儀礼の範
囲にとどまる程度の接遇を行うことは、認められている。 
議長交際費は、平成２年３月３１日に議長決裁により「渋谷区議会議長交際
費支出基準」（甲１号証）を定め、それに基づいて支出し、「その支出は社会通
念上認められる範囲でかつ必要最小限でなければならない。」としている。 
 

（２）議長交際費の支出に係る決定の判断及び手続について 
議長交際費は、例年の支出額を参考に毎月の必要額を資金前渡金として、区 
議会事務局次長（資金前渡受者）が金庫に保管している。支出及び清算につい
ては、会計事務規則に基づき適正に処理している。 
支払いは、各種団体から行事出席案内状等による議長等への出席依頼があっ
たとき、区議会事務局次長は、議長に内容等を報告し、「渋谷区議会議長交際費
支出基準」の支出細則に基づき、議長交際費の目的である信頼及び協力関係等
を損なわないよう、支出の適否や金額を決定している。 
案内状に会費の記載がない場合、区議会事務局は、出席依頼があった団体に

会費の有無及び金額を確認している。 
清算については、翌月５日以内に前月分の領収書及び支払済調書（領収書の
発行がなかった場合）の内容及び金額等を確認後、交際費支払済調書により残
額がある場合は戻入処理し、議長交際費出納簿を作成している。 

 
（３）本件請求で請求人らが主張していることについて、事実と相違する点、監査 
  対象部としての主張 

 
ア 住民監査請求書「請求の原因」（ア）についての意見 

東京商工会議所渋谷支部に対して支出した新年賀詞交歓会会費については、
「渋谷区議会議長交際費支出基準」の支出細則 儀礼経費（３）区政協力団体
等の行事にかかる儀礼 (甲１号証)として、それぞれ出席に係る議長及び副議長
分の３０,０００円を支出したものである。 
会費の額については、①同支部会長からの出席依頼の案内状に一人当りの会
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費として１５,０００円の記載があること、②区内の商工業者が一堂に会して新
年を賀する会合において、商工行政への協力に謝意を表し、新年においても区
政への協力を要請するという本件会合の出席の目的や相手方の地位、セルリア
ンタワー東急ホテルでの開催場所を勘案し、社会通念上許容されている範囲内
である。 
 

イ 住民監査請求書「請求の原因」（ウ）についての意見 

各委員会の正副委員長の会費を、議長交際費から支出することについては、区
政協力団体等からの出席依頼により、同団体の活動に関連する事項を審議する
各委員会の正副委員長が正副議長とともに会合等に出席し、懇談や意見交換を
することは、委員会運営のみならず円滑な議会運営を進めるうえで有意義であ
る。社会通念上儀礼の範囲にとどまる程度の会費を議長交際費から支出するこ
とは、議長の裁量権の範囲内であり、他の地方公共団体の議長交際費支出基準
に委員会委員長等が出席する会議等に係る経費を議長交際費の対象としている
例もあることを踏まえ、議長が判断をしたものである。 
文教委員会副委員長が、一般社団法人渋谷区体育協会の新年会に要した会費に
ついては、「渋谷区議会議長交際費支出基準」の支出細則 儀礼経費（３）区政
協力団体等の行事にかかる儀礼 (甲１号証)として、同協会から正副議長及び文
教委員会の正副委員長の出席依頼の案内状の送付があり、議長への報告に基づ
き、区議会事務局から同委員会正副委員長へ出席要請したのち、出席に係る文
教委員会副委員長のみから、領収書の提出があったため、５,０００円を支出し
たものである。 
なお、出席に係る議長及び副議長の会費各５，０００円分も「渋谷区議会議

長交際費支出基準」の支出細則 儀礼経費（３）区政協力団体等の行事にかか
る儀礼 (甲１号証)として、支出している。 
また、文教委員会の正副委員長あての案内状は、本人に渡している。 
一般社団法人渋谷区体育協会の活動内容には、スポーツを通じた子どもたちの
健全育成等も含まれ、区政に密接な関係団体である。文教委員会は、同団体の
活動に関連する事項を審議する委員会であり、同団体の行事に出席し、関係者
から直接、スポーツ振興に係る要望等について懇談や意見交換をすることは、
委員会運営のみならず円滑な議会運営を進める上で有意義である。 

 

   ウ 住民監査請求書「請求の原因」（エ）についての意見 

文教委員会副委員長及び福祉保健委員会副委員長が、社団法人渋谷区医師会 
の新年会に要した会費については、「渋谷区議会議長交際費支出基準」の支出細
則 儀礼経費（３）区政協力団体等の行事にかかる儀礼 (甲１号証)として、同
会から正副議長及び文教委員会並びに福祉保健委員会の各正副委員長の出席依
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頼の案内状の送付があり、議長への報告に基づき、区議会事務局から同各委員
会正副委員長へ出席要請したのち、出席に係る文教委員会副委員長及び福祉保
健委員会副委員長のみから、領収書の提出があったため、１０,０００円を支出
したものである。 
なお、出席に係る議長及び副議長の会費各５，０００円分も「渋谷区議会議

長交際費支出基準」の支出細則 儀礼経費（３）区政協力団体等の行事にかか
る儀礼 (甲１号証)として、支出している。 
また、文教委員会の正副委員長及び福祉保健委員会の正副委員長あての案内

状は、本人に渡している。 
社団法人渋谷区医師会は、高齢者や子どもを含めた当区における医療保健全

般について、また、災害時における協力団体でもあることから区政に密接な関
係団体である。文教委員会及び福祉保健委員会は、当区における保健事業や児
童・生徒の学校保健に関連する事項について審議する委員会であり、同会の行
事に出席し、関係者から直接、保健・健康推進に係る要望等について懇談や意
見交換をすることは委員会運営のみならず円滑な議会運営を進める上で有意義
である。議長交際費から支出したことについては、上記イに記載したとおりで
ある。 

 

エ 住民監査請求書「請求の原因」（オ）についての意見 

福祉保健委員会副委員長が、渋谷区身体障害者福祉協会の新春の集いに要し
た会費については、「渋谷区議会議長交際費支出基準」の支出細則 儀礼経費
（３）区政協力団体等の行事にかかる儀礼 (甲１号証)として、同会から正副議
長及び福祉保健委員会の正副委員長の出席依頼の案内状の送付があり、議長へ
の報告に基づき、区議会事務局から同委員会正副委員長へ出席要請したのち、
出席に係る福祉保健委員会副委員長のみから、領収書の提出があったため、３,
０００円を支出したものである。 
なお、出席に係る議長及び副議長の会費各３，０００円分も「渋谷区議会議

長交際費支出基準」の支出細則 儀礼経費（３）区政協力団体等の行事にかか
る儀礼 (甲１号証)として、支出している。 
また、福祉保健委員会の正副委員長あての案内状は、本人に渡している。 
同協会は、当区における障害者福祉について、区政に密接な関係団体である。
福祉保健委員会は、障害者福祉に関連する事項について審議する委員会であり、
同会の行事に出席し、関係者から直接、障害者福祉に係る要望等について懇談
や意見交換をすることは委員会運営のみならず円滑な議会運営を進めるうえで
有意義である。議長交際費から支出したことについては、上記イに記載したと
おりである。 
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オ 住民監査請求書「請求の原因」（カ）についての意見 
     議長は、上記（１）に記載したとおり、議会の代表者として他の地方公共団体

との折衝又は接遇による交流をすることで、友好・信頼及び協力関係の維持を図
る必要がある。そのため、他の地方公共団体から議長への表敬訪問、他の地方公
共団体議会の視察受入れの対応及び当区議会各委員会が他の地方公共団体に視
察した際の渋谷区議会からの記念品として、議長交際費で渋谷区議会図書カード
（以下「図書カード」という。）を購入し、配布している。 
図書カード作製は、「渋谷区議会議長交際費支出基準」支出細則の接遇・折衝
経費（１）国、都及び区政関係機関の関係者、又は議会若しくは議長表敬者等に
対する接遇に要する経費(甲１号証)により、図書カードの支出をしている。 
また、議長交際費の支出内容については、年２回幹事長会において、図書カー
ドの作製枚数、金額、使用用途についても報告し了承されている。 
 

カ 渋谷区に視察に来た他の地方公共団体議会に図書カードを配布する理由 
他の地方公共団体議会の視察に配布している図書カードについては、先方の地

方公共団体の議長名で視察依頼があることから、議長からの歓迎のあいさつとと
もに、当区視察の記念として配布しているものである。 
地域の代表である議員等に、「平和・国際都市しぶや」をイメージしてデザイ
ンしたオリジナルの図書カードを配布することにより、渋谷区の印象を更に深め
てもらうＰＲ効果も目的として配布している。 

 
キ 図書カードを作製・配布した理由について 
議長への表敬訪問や視察受入等に配布する、有用な意義のある記念品として、
平成１３年度から区に関係したデザインの図書カードを使用している。配布した
関係者からは、区の印象を深めてもらうデザインが記念品として相応しく好評を
得ている。図書カードは、各年度の消費枚数を見込んで、ほぼ２年に一度作製し
ている。作製枚数が多いほど一枚あたりの単価が安くなるため、平成２２年度は、
平成２０年度の作製と同様に５００枚を作製した。 

 

 ５ 事実の確認 
 

関係書類の調査により、次の事実を確認した。 
 
（１）議長交際費の支出基準について 
  議長交際費は、渋谷区議会議長交際費支出基準（平成２年３月３１日議長決裁）
において、「交際費は次に定める『支出細則』に基づいて支出し、支出額は社会
通念上認められる範囲で、かつ必要最小限でなければならない。」と定めている。 
これを受けて、支出細則では、儀礼経費（社会的慣習に基づく儀礼を行うために 
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要する経費）、接遇・折衝経費、協賛経費（行事、事業、刊行物等に対する協賛
を目的とする経費）、諸費の４項目について定めている。 

 
（２）平成２２年度における議長交際費の支出状況について 

本件監査対象となった議長交際費の資金前渡を受けた職員による支出状況は、
次のとおりである。 
なお、監査委員は監査対象事項に係る議長交際費支出基準、平成２２年度議長
交際費支出・清算関係書類、平成２２年度交際費支出調、平成２２年度議長交際
費に係る前渡金出納簿、平成２２年度議長交際費に係る債主関係書類、平成２２
年度図書カード受払簿、図書カード現品、図書カード価格表、情報公開請求書の
写し、視察受入等の決裁文書、常任委員会委員の派遣関連決裁文書、幹事長会記
録の原本を監査対象部より提出させ、支出の要因の確認を行った。 
 
ア 議長交際費に係る支出、清算関係書類 
 
起票日 伝票番号 金額（円） 支出、清算、

戻入日 

摘要（平成22年度） 

22.4.1 11-5001725-00-00 100,000 22.4.1 4月分支出命令 

22.5.7 13-5001725-00-00 27,000 22.5.7 〃清算 
22.5.7 14-5001725-00-00 73,000 22.5.7 〃戻入 
22.4.20 11-5018712-00-00 300,000 22.4.30 5月分支出命令 

22.6.2 13-5018712-00-00 105,548 22.6.2 〃清算 
22.6.2 14-5018712-00-00 194,452 22.6.2 〃戻入 
22.5.19 11-5040290-00-00 150,000 22.6.1 6月分支出命令 

22.7.1 13-5040290-00-00 48,866 22.7.1 〃清算 
22.7.1 14-5040290-00-00 101,134 22.7.1 〃戻入 
22.6.21 11-5078077-00-00 200,000 22.7.1 7月分支出命令 

22.8.2 13-5078077-00-00 30,324 22.8.2 〃清算 
22.8.2 14-5078077-00-00 169,676 22.8.2 〃戻入 
22.7.20 11-5107485-00-00 100,000 22.7.30 8月分支出命令 

22.9.2 13-5107485-00-00 23,000 22.9.2 〃清算 
22.9.2 14-5107485-00-00 77,000 22.9.2 〃戻入 
22.8.18 11-5134025-00-00 100,000 22.9.1 9月分支出命令 

22.10.4 13-5134025-00-00 17,097 22.10.4 〃清算 
22.10.4 14-5134025-00-00 82,903 22.10.4 〃戻入 
22.9.29 11-5169955-00-00 150,000 22.10.1 10月分支出命令 

22.11.1 13-5169955-00-00 53,605 22.11.1 〃清算 
22.11.1 14-5169955-00-00 96,395 22.11.1 〃戻入 
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22.10.29 11-5207071-00-00 200,000 22.11.1 11月分支出命令 
22.12.3 13-5207071-00-00 126,414 22.12.3 〃清算 

22.12.3 14-5207071-00-00 73,586 22.12.3 〃戻入 
22.11.24 11-5229390-00-00 500,000 22.12.1 12月分支出命令 
23.1.5 13-5229390-00-00 423,370 23.1.5 〃清算 

23.1.5 14-5229390-00-00 76,630 23.1.5 〃戻入 
22.12.17 11-5254220-00-00 500,000 22.12.28 1月分支出命令 
23.2.3 13-5254220-00-00 428,945 23.2.3 〃清算 

23.2.3 14-5254220-00-00 71,055 23.2.3 〃戻入 
23.1.24 11-5283514-00-00 200,000 23.2.1 2月分支出命令 
23.3.1 13-5283514-00-00 65,378 23.3.1 〃清算 

23.3.1 14-5283514-00-00 134,622 23.3.1 〃戻入 
23.2.22 11-5311583-00-00 100,000 23.3.1 3月分支出命令 
23.4.5 13-5311583-00-00 29,000 23.4.5 〃清算 

23.4.5 14-5311583-00-00 71,000 23.4.5 〃戻入 
23.3.25 11-5344916-00-00 160,000 23.3.28 3月分支出命令(追加) 
23.4.5 13-5344916-00-00 160,000 23.4.5 〃清算 

 
イ 本請求に関わる支出項目 
 

支出項目 金額(円) 領収年月日 
東京商工会議所渋谷支部新年賀詞交
歓会会費 
(住民監査請求の原因（ア）) 

30,000 平成 23 年 1 月 6 日 

一般社団法人渋谷区体育協会新年会
会費 
(住民監査請求の原因（ウ）) 

   5,000 
※他に議長、副議

長分 10,000 

平成 23 年 1 月 14 日 

社団法人渋谷区医師会新年会費 
(住民監査請求の原因（エ）) 

  10,000 
※他に議長、副議

長分 10,000 

平成 23 年 1 月 21 日 

渋谷区身体障害者福祉協会新春の集
い会費 
(住民監査請求の原因（オ）) 

    3,000 
※他に議長、副議

長分 6,000 

平成 23 年 1 月 29 日 

渋谷区議会図書カード 
(住民監査請求の原因（カ）) 

 390,025 平成 22 年 12 月 10 日 
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（３）平成２２年度議長交際費における図書カードの配布状況について 
 

ア 渋谷区に視察で訪れた他の地方公共団体への図書カードの配布状況 
 

年 月  日 視 察 議 会 配布枚数 
平成 22 年 4 月 9 日 釧路市議会 3 枚 

平成 22 年 4 月 28 日 京都市会 14 枚 
平成 22 年 5 月 13 日 小樽市議会 4 枚 
平成 22 年 5 月 19 日 別府市議会 8 枚 

平成 22 年 6 月 2 日 山鹿市議会 5 枚 
平成 22 年 7 月 2 日 中野区議会 18 枚 
平成 22 年 7 月 29 日 熊本市議会 14 枚 

平成 22 年 8 月 20 日 旭川市議会 1 枚 
平成 22 年 8 月 25 日 羽島市議会 9 枚 
平成 22 年 9 月 2 日 守口市議会 9 枚 

平成 22 年 9 月 14 日 愛知県議会 1 枚 
平成 22 年 11 月 1 日・2日 さぬき市議会 11 枚 
平成 22 年 11 月 4 日 那覇市議会 4 枚 

平成 22 年 11 月 7 日・8日 岡山市議会 1 枚 
平成 22 年 11 月 8 日 大牟田市議会 8 枚 
平成 22 年 11 月 15 日 静岡市議会 1 枚 

平成 22 年 11 月 18 日 一関市議会 5 枚 
平成 22 年 11 月 24 日 柏崎市議会 8 枚 
平成 23 年 1 月 20 日 田舎館村議会 8 枚 

平成 23 年 1 月 26 日 磐田市議会 8 枚 
平成 23 年 2 月 2 日 三条市議会 5 枚 
平成 23 年 2 月 2 日 長野市議会  5 枚 

平成 23 年 2 月 3 日 松山市議会 10 枚 
平成 23 年 2 月 22 日 大分市議会  2 枚 
合    計  162 枚 

 
イ 渋谷区議会・委員会が他の地方公共団体を行政視察した際の図書カード 
の配布状況 

 
年 月 日 委員会名 視 察 先 配布枚数 

平成 22年 11月 10日～12
日 

総務区民委
員会 

旭川市、江別市、小樽市 6 枚 
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平成 22年 11月 10日～12
日 

都市環境委
員会 

松山市、鳥取市、高松市 15 枚 

平成 22 年 11 月 8 日～10
日 

文教委員会 八戸市、弘前市、函館市 13 枚 

平成 22 年 11 月 8 日～10
日 

福祉保健委
員会 

那覇市、福岡市、熊本市 15 枚 

平成 23 年 1 月 21 日 都市環境委
員会 

墨田区 5 枚 

合   計   54 枚 

 
第３ 監査の結果 
 
１ 判断 
 

本件監査請求については、合議により、次のとおり決定した。 
「監査対象事項」（１）及び（２）について、理由がないものと認め、いずれも棄 
却する。 
 
 

２ 判断理由 
 
議長交際費は、社会通念上相当と認められる範囲で支出する限り許容されており、

関係者との友好・信頼及び協力関係を維持することにより、円滑な議会運営を図るこ
とを目的としている。 
そして、議長は議会の代表者として外部との間で社会通念上相当と認められる範囲
内の交際を行うことは許容されており、その交際の内容、程度等をどのようなものと
するかは、議長の裁量に委ねられているものと考えられる。 
それゆえに、交際費の支出については、「普通地方公共団体も社会的実体を有する

ものとして活動している以上、当該普通地方公共団体の事務を遂行し対外的折衝等を
行う過程において、長又はその他の執行機関が各種団体等の主催する会合に列席する
とともにその際に祝金を主催者に交付するなどの交際をすることは、社会通念上儀礼
の範囲にとどまる限り、上記事務に随伴するものとして許容されるというべきであ
る。」(平成１８年１２月１日最高裁判決)として認められている。 
したがって、交際費は職務執行上の交際に費消されるものであって、個人的な交際
に使用することはできないこと、また主として対外的な活動に使われるものであって、
内部的な活動に使用するものではないこと、当該地方公共団体の利益のために使用さ
れる必要があることを社会通念上の儀礼の範囲として、交際費の支出が妥当か判断を
した。 
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（１）「監査対象事項（１）」について 
 
ア 議長交際費の範囲について(住民監査請求書「請求の原因」（ア）について) 
請求人らは、東京商工会議所渋谷支部に対して支出された新年賀詞交歓会会 
費正副議長分として各人につき１５,０００円合計３０，０００円は、社会通念 
上許容されている儀礼の範囲を超えていると主張する。 
新年賀詞交歓会については、議会を代表する公人としての議長、副議長が、 
外部団体等に儀礼的な挨拶をし、最新の情報を報告し、区政への理解を求め、 
意見を汲み取るなどし、お互いの意見交換を図ることは、対外的渉外・接遇で
あり、その過程において、社会通念上儀礼の範囲に留まる程度の接遇を行うこ
とは、当該区議会も社会的実体を有するものとして活動している以上、許容さ
れるべきものである。 
したがって、東京商工会議所渋谷支部に対して支出された出席に係る議長及
び副議長の新年賀詞交歓会会費の支出が、社会通念上の範囲を逸脱しているか
否かについては、支出の性質、目的、金額の内容等から判断すると社会通念に
照らして儀礼の範囲内であり、違法・不当なものであるとはいえない。 
 

イ 議長、副議長以外の者の支出について(同(ウ)、（エ）及び (オ)について) 
請求人らは、議長交際費は、議長及び副議長の交際費であるにもかかわら 
ず、常任委員会副委員長の会費を支出されていることは、違法・不当である 
と主張している。 
監査対象部は、区政協力団体等からの出席依頼により、同団体の活動に関 
連する事項を審議する各委員会の正副委員長が正副議長とともに会合等に出
席し、懇談や意見交換をすることは、委員会運営のみならず円滑な議会運営
を進めるうえで有意義で、社会通念上儀礼の範囲にとどまる程度の会費を議
長交際費から支出することは、議長の裁量権の範囲内であり、他の地方公共
団体の議長交際費支出基準に委員会委員長等が出席する会議等に係る経費を
議長交際費の対象としている例もあることを踏まえ、議長が判断をしたもの
であるとしている。 
議長が、議会の代表者として対外折衝を行う過程において、いかなる場合
に交際費を支出するかは、議長の裁量によるほかないが、議長、副議長に加
えて副委員長分まで公費で支出する必要性に関しては、正副委員長も議会を
代表する性格を有していること、区政執行上関係のある団体から正副委員長
への出席依頼案内状があること、「渋谷区議会議長交際費支出基準」の支出細
則１儀礼経費（３）区政協力団体等の行事にかかる儀礼 (甲１号証)として、
出席に係る支出がされていることを考慮すれば、議長の裁量の範囲内であり、
その支出の節度は、社会通念に照らして儀礼の範囲を逸脱しているとは認め
られず、違法・不当といえない｡ 
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ウ 図書カードについて 
請求人らは、図書カードは、他の地方公共団体議会からの渋谷区への視察 
や、当区の常任委員会等が他の地方公共団体に視察に行くときの記念品とし 
て、配布する必要性への疑念、さらに、図書カードを何枚使用したかの説明 
がないと主張している。 
前記のとおり、議長が、議会の代表者として他の地方公共団体との折衝又 
は接遇による交流をする過程において、社会通念上儀礼の範囲にとどまる程 
度の接遇を行うことは、当該議会も社会的実体を有するものとして活動する 
以上、許容されるべきであるといえる。 
本件のように記念品として図書カードを贈呈する行為を、贈呈行為と職務 
行為との関連性、贈呈を必要とする事情、贈呈する相手方の関連等を総合的 
に勘案して、かかる贈呈が社会的儀礼の範囲内のものであるか否かを判断す 
ると、本件図書カードは、地域の代表である市議会議員等に、「平和・国際都
市しぶや」をデザインしたオリジナルの図書カードを贈呈することにより、
渋谷区の印象を更に深めてもらうＰＲ効果も目的としていること、他の地方
公共団体議会との友好・信頼及び協力関係の維持を図る必要があること、視
察に訪れた他の地方公共団体議会及び当区の常任委員会等の視察先地方公共
団体のみに贈呈したものであり、それ以外には贈呈してはいないことから、
議長の裁量の範囲内であり、その作製及び配布は、社会通念に照らし儀礼の
範囲を逸脱しているとは認められず、違法・不当といえない。 

 
エ 法第２条第１４項及び地財法第４条第１項に違反しているか 
法第２条第１４項及び地財法第４条第１項の規定は、地方公共団体がその 
事務を処理するに当たっての準拠すべき指針であり、地方自治運営の基本原
則を規定したものであるが、議長交際費の使途については、前記のとおり違
法ではないので、これをもって当該規定に反し、違法であるとする請求人ら
の主張を認めることはできない。 
 

(２)「監査対象事項（２）」について 
   上記(１)「監査対象事項(１)」で述べたとおり、請求人らの主張はいずれも理 
由がなく、議長交際費の支出は、違法・不当な支出とは認められない。 
よって、渋谷区長は、当該議長交際費相当額の返還請求を要しない。 

   
以上、請求人らの主張及び監査対象部の見解を斟酌しつつ、監査委員の判断を
示したものである。 
 

本書は、請求人に通知した監査結果に、個人情報の保護等の観点から、一部省略等を行ったものである。 


	監査委員事務局渋谷区職員措置請求書表紙
	監査委員事務局報告書_議長交際費_HP用

